
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
二
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
八
条
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
理
（
第
一
条―

第
七
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
八
条―

第
十
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
）

第
八
条
　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
主
務
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
資
産
と
す
る
。

２
　
前
項
の
資
産
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
承
継
計
画
書
の
作
成
基
準
）

第
九
条
　
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
承
継
計
画
書
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
法
の
施
行
の
時
に
お
い
て
現
に
国
際
協
力
銀
行
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
準
と

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
国
際
協
力
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
経
済
協
力
業
務
に
係

る
権
利
及
び
義
務
を
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
改
正
前
国
際
協
力
銀
行
法
第
五
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
役
員
及
び
職
員
そ
の
他
の
管
理
業
務
に
係
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
、
外
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
機
構
が
承
継
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
も
の
を
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
承
継
資
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
十
条
　
法
附
則
第
二
条
第
八
項
の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
外
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
　
外
務
省
の
職
員
　
一
人

二
　
財
務
省
の
職
員
　
二
人

三
　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
役
員
　
一
人

四
　
学
識
経
験
の
あ
る
者
　
二
人

２
　
法
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
外
務
省
国
際
協
力
局
政
策
課
及
び
財
務
省
大
臣
官
房
政
策
金
融
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
章
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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